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Ａ．研究目的 

失語・失行・失認等を除いた「いわゆる高

次脳機能障害」ないし「行政的高次脳機能

障害」は比較的日本で特有に発展してきた

概念である。したがって現在の日本の高次

脳機能障害診断基準ガイドラインは、国際

的診断である ICD や DSM における器質性

精神障害の概念とは今一つそぐわない面

を持ちつつも、医療現場等で活用されてき

た。現在、現行の高次脳機能障害診断基準

ガイドラインが築定され、高次脳機能障害

者支援の手引きの中にまとめられた平成

20 年と比べると、高次脳機能障害に関す

る知見も著しく増大しており、診療報酬請

求や障害者手帳申請に直接かかわる ICD

が第 11 版となる令和 3年に向けて高次脳

機能障害者診断の再整理を行うことは意

義が大きい。 

本研究はこの目的のため、臨床現場での

高次脳機能障害の診断についてのデータ

を十分に収集したうえで、臨床神経心理学、

精神科診断学、脳画像解析などの各領域に

造詣の深い研究者が、高次脳機能障害の診

断について包括的で十分な議論を行う場

を構築する。高次脳機能障害の診断におい

ては、MRI、CT、脳波などにより脳の器質

的病変の存在が確認されることが診断基

準に入っているが、明らかな脳損傷の機転

があっても通常臨床で用いられる脳画像

検査で特異的な所見が得られないことは

しばしば経験する。このような例をどう扱

うかはクリテイカルな問題であり、さらに

研究要旨 

高次脳機能障害のより洗練された診断方法の確立を目指し、臨床現場でのデータ収集

および関連各分野の専門家による議論を通した知見の集約が進行中である。先端的な

脳画像診断と精緻な神経心理学的検査の開発と診断への適用をより具体的な到達目標

である。 



 

精密かつ先端的な画像診断によって客観

的所見を見出すことができるかも本研究

の一つの目的である。また、そのようにし

てもなお画像所見が得られないケースに

おいて、高次脳機能障害の診断根拠を見出

す精緻な神経心理学検査や評価法の検討・

開発も行う。 

 

Ｂ．研究方法 

（1）研究分担者である渡邊（リハビリテ

ーション科）と研究協力者の深津（神経

内科）が、我が国の現場での高次脳機能

障害の診断実態をアンケートによって明

らかにする。アンケートを配布する対象

施設としては、高次脳機能障害支援拠点

機関（平成 30年度で拠点機関 113、相談

支援件数 95486件）を中心に、他の相談

支援センター、就労系福祉サービス事業

所、生活訓練・入所系支援事業所等を想

定しており、全国の 500施設に調査票を

配布し、300施設程度からの回収を期待

する。このうち特に、脳画像所見が陰性

で診断名がつかず、支援に苦慮した症例

100 例を収集する。 

（2）脳画像診断、特に脳外傷慢性期の画

像診断を専門とする研究分担者の高畑

が、高次脳機能障害についての従来の画

像診断法及び最新の（特に現行の高次脳

機能障害診断ガイドライン策定後に発展

した）画像診断法についてレビューを行

う。具体的な最新の手法としては、新た

に開発されたリガンドを用いての PETス

キャン、定量的磁場率マッピング

（QSM）、拡散テンソルトラクトグラフィ

（DTI）などを含む。これらの手法の中か

ら、頭部外傷による慢性期の症状に関連

するマーカーの抽出を試みる。また、近

年国内外で社会問題になっている慢性外

傷性脳症（CTE）など、頭部外傷によって

引き起こされる遅発性脳障害の実態につ

いてのレビューも行う。 

（3）神経心理学を専門とする村松太郎

が、高次脳機能障害の診断における神経

心理学的検査について、臨床および社会

（民事・刑事裁判を含む）での適用の実

態についてレビューを行う。このとき、

神経心理学的検査以外の臨床症状はもち

ろん、脳画像所見や、対象者をめぐる社

会的状況といった要因の影響にも着目す

る。 

（4）さらに村松は精神科診断学の立場か

ら、我が国の臨床現場で用いられている

診断体系における高次脳機能障害の位置

づけを、症候学をもとに文献レビューに

より整理する。ICDについては特に重視

し、新たな ICD-11における器質性精神障

害と日本の高次脳機能障害診断基準ガイ

ドラインの関係を明らかにする。この

際、厚生労働省の ICD室とも適宜連携し

ていく。さらに DSM-5や従来診断体系を

含めた広い視野からの検討を加える。 

（5）上記（2）、（3）、（4）はいずれも、

まず文献についてのレビューを行うもの

であるが、上記（1）の結果を受けて、必

要であれば、個々の症例ベースで脳画像

所見・神経心理学検査・精神病理学的検



 

討を加え、研究開発の方向性を見出して

いく。 

（6）以上を総合し、研究代表者の三村の

統括の下に新たな高次脳機能障害診断基

準ガイドラインを作成する。その際、日

本精神神経学会、日本高次脳機能障害学

会、日本神経心理学会とも議論を重ね

る。このとき特に注意すべき点は、高次

脳機能障害の適切な診断閾値である。す

なわち、学問的厳密さを過剰に重視して

閾値を上げすぎれば、医療や福祉のサー

ビスを本来受けるべき人々の多くが除外

されてしまう。また、逆に閾値を下げて

高次脳機能障害の概念を拡大しすぎれ

ば、サービス提供の対象者が膨大とな

り、それは医療福祉財政にとって好まし

くないのみならず、高次脳機能障害につ

いての健全な研究も阻害することにな

る。よって、学問的妥当性を維持しつ

つ、適正なサービス配分に繋がるよう

に、高次脳機能障害の概念を規定する必

要がある。 

（7）1年度の終わりまでにアンケートを

作成し調査対象施設に配布、回収する。2

年度前半はアンケート結果を分析する。

レビューは 1年度から 2年度の前半まで

を通して行うが、アンケート結果が出た

時点で、レビューの範囲を再検討する。2

年度後半には、アンケート及びレビュー

の結果を総合し、新しい高次脳機能障害

診断基準ガイドラインを作成する。 

（倫理面への配慮） 

倫理ガイドラインは「ヘルシンキ宣言」

および人を対象とする医学系研究に関す

る倫理指針を準拠する。 

 

Ｃ．研究結果 

高次脳機能障害の診断実態調査について

は、アンケートを作成し、200 部の配布、

収集を行った。脳画像診断に関しては、頭

部外傷患者を対象としたマルチモーダル

イメージングによって得られた所見が、異

なる症候と関連することが明らかとなっ

た。脳画像診断についてはさらに、神経心

理学的検査についてとともに、文献レビュ

ーが進行中である。このうち、医学文献に

ついては、医学論文データベースを「高次

脳機能障害」をキーワードとし、総計約

3000件の原著論文から 100 件を抽出して

全文を精査した結果、キーワードとして社

会的行動障害等も重視すべきであるとい

う方向性が得られた。また、法学文献につ

いては、判例データベース(LEX/DB)を

「高次脳機能障害」をキーワードとし、総

計約 900 件の刑事・民事判例から約 400

件を抽出して全文を精査した結果、裁判に

おいては高次脳機能障害についての複数

の概念がやや混乱気味に用いられている

ことが判明した。 

 

Ｄ．考察 

近年、頭部外傷の慢性期脳病態を可視化す

る様々な脳画像検査法が開発されている

が、それらが診断の客観的指標として有用

であることが強く示唆された。このことは、

それらの手法を広く高次脳機能障害一般



 

の診断に活用することへの道を切り開く

ものである。各種の文献レビューから見え

てきた方向性、および医療現場から収集さ

れつつあるアンケート結果は、脳画像検査

法についての知見とあわせ、より客観性の

ある洗練された診断手法の確立に繋がる

ものであると考えられる。 

 

Ｅ．結論 

１）達成度について 

文献レビューにおいては、方向性が定まり

つつあるという意味では大きな進歩が得

られている。すなわち、医学文献について

は、単に高次脳機能障害をキーワードとし

て検索を進めるのではなく、社会的行動障

害等に焦点を絞る方が有意義であるとい

う結論が得られつつある。法学文献につい

ては、現行の高次脳機能障害診断基準ガイ

ドライン、さらには WHO の軽度外傷性脳損

傷(MTBI)、自賠責の「脳外傷による高次脳

機能障害」といった複数の概念が高次脳機

能障害をめぐる裁判実務で用いられてい

ることが判明した。医療現場の診断実態調

査については、アンケートの作成は完了し、

配布、収集を 200 部行った。脳画像診断に

ついては、頭部外傷(単発重度頭部外傷お

よび軽度反復性頭部外傷)患者を対象とし

たマルチモーダルイメージングによって

得られた所見が、異なる症候と関連するこ

とが明らかとなった。 

２）研究成果の学術的意義について 

文献レビューの方向性が絞られたこと、及

び、マルチモーダルイメージングと頭部外

傷症候の関連性を示唆する所見が得られ

たことは、本研究の学術的意義を高めるも

のである。 

３）研究成果の行政的意義について 

方向性が絞られた文献レビューの、今後の

進行によって得られるであろう知見、医療

現場を対象として進行しつつあるアンケ

ート結果の集計、そして先端的な検査法、

特に脳画像検査法の、高次脳機能障害診断

における意義と、実臨床での現実的な活用

法の検討、これらを総括することによって、

高次脳機能障害について洗練されかつ実

用的な新たな診断ガイドラインの策定が

期待できる。 

４）その他特記すべき事項について 

2020 年 4 月頃からの新型コロナウィルス

パンデミックにより、残念ながら当初の進

行計画に多大な影響が出ていることが否

定できない。そのような状況の中、パンデ

ミックの影響が比較的少ない文献レビュ

ーやアンケート作成に注力してきたとこ

ろであるが、今後はこれらの分野の作業を

さらに充実・進行させるとともに、他の分

野についてはパンデミックとそれに対す



 

る社会の動きに注視しつつ、可能な範囲で

最大限の作業を進行させる所存である。 

５）結論 

上記 4)に記した厳しい状況の中、現状で

可能な限られた方法を活用し、当初の目標

に向けて作業進行中である。 

 

Ｆ．健康危惧情報 

なし 
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1. 論文発表 

高畑圭輔：頭部外傷後による脳内病変を

可視化するタウイメージング：慢性外傷
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学の歩み 273(13):1232-1233, 2020 

高畑圭輔：頭部外傷による遅発性脳障

害：慢性外傷性脳症(CTE)のタウイメージ
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高畑圭輔：慢性外傷性脳症. リハビリナ

ース. メディカ出版 2020 

渡邉 修：前頭葉機能障害のリハビリテ

ーション CLINICAL NEUROSCIENCE 

2020, 38(2):243-246 

 

2. 学会発表 

渡邉 修：軽度外傷性脳損傷でみられる

高次脳機能障害のリハビリテーション

（シンポジウム I） 第 11 回日本ニュー

ロリハビリテーション学会学術集会. 

2020,岐阜市 

渡邉 修：高次脳機能障害のリハビリテ

ーション治療 ～患者家族会との連携～ 

（特別講演） 第 57回 日本リハビリテ

ーション医学会学術集会.2020,京都 

池田 久美、渡邉 修、佐々木信幸、木下 

翔司、鈴木 慎、濱 碧、安保 雅博：交通
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リハビリテーション治療  -18事例のま

とめ- 第 57回 日本リハビリテーション

医学会学術集会.2020,京都 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定

を含む。） 

1. 特許取得 なし 

2. 実用新案登録 なし 

3. その他 なし 

 


